
第１　は じ め に

平成２７年度税制改正において，消費税法上の内外判定基準の改訂に伴い，

国外事業者の提供する電子書籍等の電子商取引（電気通信利用役務の提供）

が課税対象とされた。内外判定基準の改訂に伴い，国外事業者は，消費税

法上の納税義務を履行する上で，取引相手方の消費者が日本の居住者であ

るか否かを確認することが必要とされることとなった。ただ，このような

確認は，ある意味，日本との繋がり（関連性）が希薄である国外事業者に

対して，消費税の申告や消費税の納付を求める上で，過重な負担と解され

る場合が存するのではないかと考えられる。このような過重な負担が存す

る場合，果たして，国外事業者に消費税の納税義務の履行を常に求めるこ

とが妥当であるのかとの疑問が生じる。

以下，本稿において，まず，平成２７年度税制改正の概要・背景等を概観

した上で，源泉徴収義務者に対する過重な負担であるか否かとの類似の問

題意識から議論が行われている不動産譲渡の対価の非居住者への支払に係

る源泉徴収制度の議論等を整理する。さらに，比較法の観点から，オース

トラリアにおける電子商取引等に係る国外事業者への Goods and Services 

Tax（以下，「GST」という）の課税に係る制度を概観し，消費税法上，国
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外事業者に課された取引相手方の住所等の居住性の確認に係る法的課題の

整理を試みるものである。

なお，本稿において，国外事業者から国内の消費者に対するインター

ネット等を介した電気通信利用役務の提供，いわゆる“Business to Con-

sumer”（B２C 取引）を検討の対象とする。

第２　平成２７年度税制改正の概要等

平成２７年度税制改正前において，例えば，役務の提供が行われた場所が

明らかでないものは，役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等の

所在地が役務の提供の場所とする（旧消費税法４条３項２号，旧消費税法

施行令６条２項７号）といった内外判定基準に係る規定のように，消費税

の徴税上の観点から，ある意味，役務の提供を行う事業者が国内に存する

ことを前提とする枠組みが設けられていたのではないかと考えられる�。

また，従前，役務の提供の主体や当該主体が行う取引と消費税の関係に

関して，例えば，事業や事業者の定義（概念）等に係る議論はされている� 
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� 平成２７年度税制改正前において，現行法上規定されている「国外事業者」に

係る定義（消税２条１項４号の２）は設けられていなかった。また，導入時の

消費税法において，執行コスト等を踏まえ，役務提供者の事務所等の所在地を

利用する内外判定基準を設けたことは合理的であったとの評価（野田昌毅・黒

松昂蔵「国境を越えた役務提供と消費課税」中里実ほか編著『クロスボーダー

取引課税のフロンティア』（有斐閣，２０１４年１４０頁））。

なお，改正前の消費税法施行令６条２項の旅客や貨物の輸送，国内外の通信

について，国内取引を広く扱うことの意味として，このような取引については，

輸出免税にするという意味で，すべて国内取引に取り込んでいると理解するべ

きとの見解（大島隆夫・木村剛志『消費税法の考え方・読み方　五訂版』（税務

経理協会，２０１０年）３０頁）。

� 金子宏『租税法　第２２版』（弘文堂，２０１７年）７３６頁，西山由美「消費課税に

おける『事業者』と『消費者』―フェアネスの視点からの考察―」税法学５７３号



が，当該事業者の取引の相手方である顧客（消費者）の住所等の居住性に

関しては，必ずしも活発に議論がされていないところである。

このような中，平成２７年度税制改正において，役務の提供に係る内外判

定基準は「役務の提供の行われた場所」（消費税法（以下，「消費税法」又

は「消税」という）４条３項２号）と改訂された。特に，役務の提供が電

気通信利用役務の提供に該当する場合，いわゆる役務の提供を受けた者の

住所等の所在地国において，電気通信利用役務の提供がされたものとする

「当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所（現在まで

引き続いて一年以上居住する場所をいう。）又は本店若しくは主たる事務

所の所在地」（消税４条３項３号）との規定が設けられた。

上記の「内外判定基準の見直し」，つまり「資産の譲渡等が国内で行わ

れたか，否か，すなわち『国内取引であること』の判定基準」� の見直し

は，国内外事業者間の競争条件の不均衡の是正� 及び仕向地主義を基礎と

しており�，２０１５年１１月に OECD で採択された「国際 VAT/GST ガイド

ライン」� に整合しているものとされている�。

また，内外判定基準の改正の理由として，「OECD 等の国際機関におい

ても，国境を越えた役務の提供に係る付加価値税の課税の在り方について，
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（２０１５年）２０９頁，谷口勢津夫「課税対象取引―納税義務者の検討も含めて」日

税研論集７０号（２０１７年）２４４頁。

� 関禎一郎ほか『平成２７年版　改正税法のすべて』（大蔵財務協会，２０１５年）

（以下，「改正税法」という）８２９頁。

� B２C 取引においては，常に国内事業者と国外事業者との間の競争中立性が害

される結果となる（野田・前掲注�１３６頁）。

�　改正税法８２９頁。

� OECD（２０１７）, International VAT/GST Guidelines, OECD Publishing, 

Paris.

� 増井良啓「国際課税の制度設計」金子宏編『現代租税法講座　第４巻　国際

課税』（日本評論社，２０１７年）１４頁。



『仕向地主義』（消費がなされる仕向地に課税権があるとする原則）を適用

する方向で議論が行われており，今回の改正は，こうした国際的な議論の

方向性にも沿ったもの」� や「平成２７年度税制改正においては，こうした国

内外の事業者間で競争条件に不均衡が生じている現状を是正する」� との点

から「提供者の違いによる内外判定の差異が解消されることとなりまし 

た。」� との説明がされている。

なお，平成２７年度税制改正における内外判定基準の見直しにおいて，消

費がなされた地（仕向地）を役務の提供を受けた者の「住所」（「居所」）

を基準とする理由は，必ずしも明確に説明されていない。ただ，例えば，

「国外事業者とは，所得税法に規定する『非居住者』（所法２①五）である

個人事業者及び法人税法に規定する『外国法人』（法法２四）をいいます

が，所得税法及び法人税法で既に確立している定義を引用することで，事

業者及び執行当局における判断を容易にしています。」� との説明を踏まえ

ると，非居住者等の国外事業者の取引の相手方である消費者（個人）の住

所（居所）が日本である場合，当該役務の消費地が日本国内であるとの判

断は，国際的な議論に沿うものであり，また，所得税法（以下，「所得税

法」又は「所法」という）の「居住者」等の定義や概念を活用できること

から，国外事業者及び日本の課税当局が，消費税法上，特定の取引が課税

対象となるか否かを容易に判断できるとの考慮があったのではないかと考

えられる。

このような規定等から，電気通信利用役務の提供が国内取引に該当する

か否かは，取引の性質そのものよりも当該取引（役務の提供）に関わる主
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�　改正税法８２９頁。

�　改正税法８３０頁。

� 改正税法８３１頁。リバースチャージ方式を採用するための課税技術上の便宜的

措置であるとの評価（谷口・前掲注�２４４頁）。

�　改正税法８３４頁。



体（国外事業者の取引の相手方）の状況（住所等の居住性）を踏まえ，決

定されると言える。

また，国外事業者の取引の相手方の住所等を判定する方法に関して，例

えば，「電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどう

かについては，電気通信利用役務の提供を行う事業者が，客観的かつ合理

的な基準に基づいて判定している場合にはこれを認める。」（消費税法基本

通達５ ― ７ ―１５の２（電気通信利用役務の提供に係る内外判定））とされ

ている�。さらに，客観的かつ合理的な基準として，「例えば，インター

ネットを通じて電子書籍，音楽，ゲーム等をダウンロードさせるサービス

などにおいては，顧客がインターネットを通じて申し出た住所地と顧客が

決済で利用するクレジットカードの発行国情報とを照合して確認する等，

各取引の性質等に応じて合理的かつ客観的に判定できる方法により行うこ

ととなります。」� との具体例が示されている。

確かに，上記の具体例で示されているように，一定の場合，国外事業者

は，取引の相手方が，日本国内に住所（居所）を有するか否かを比較的容

易に判断できると言える。ただ，①電子商取引の性質上，事業者が，取引

相手方を直接確認することは困難であること（取引の相手方を直接確認す
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� なお，同通達において，「国内に住所を有する者に対して，その者が国外に滞

在している間に行うもの」とされていることから，役務の提供を受けた場所で

はなく，電気通信利用役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるか否かが重

要であるとされているものと解される。

� パンフレット「国外事業者の皆さまへ　国境を越えた役務の提供に係る消費

税の課税の見直し等について」平成２７年５月 国税庁（平成２８年１２月改訂）（国

税庁 HP（https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-

kokugai.pdf）〔 終確認日：２０１７年１２月９日〕）。パンフレット「国境を越えた

役務の提供に係る消費税の課税に関するＱ＆Ａ」（国税庁消費税室平成２７年５月

（平成２８年１２月改訂））１３頁の問９（国税庁 HP（https://www.nta.go.jp/ 

shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/cross-QA.pdf）〔 終確認日：２０１７年１２月

９日〕）。



ることを前提とするものではないこと），②消費税法上，所得税法の定義

（概念）等を活用することができるが，所得税法上，非居住者か否かの判

定を行う主体は，第一義的には，納税義務者自身であり，当該納税義務者

が自身の状態を把握することは，必ずしも労力等の負担を要するものでは

ないと解される�。他方，消費税法上の納税義務者である国外事業者にとっ

て，新たに設けられた納税義務自体の負担が大きく�，さらに，取引相手

方の住所や居所，つまり，取引相手方の消費者（個人）の日本国内におけ

る居住の有無等を把握することは，所得税法上の納税義務者と必ずしも同

程度の労力等の負担であるとは言えず，このような把握・確認を行う上で

困難が伴うことや多くの労力・コスト等を要することが予想される�。

ただ，国内外の取引に関して，例えば，所得税法上，国内の法人等から

不動産譲渡の対価の非居住者への支払に関して，国内法人等への源泉徴収

義務といった類似の制度が既に設けられていることから，必ずしも，上記

の懸念（困難性等）をそれほど考慮する必要はないのではないかとの見解

（反論）� が予想される。
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� なお，納税者が，自身の状態が税法上の居住者，あるいは，非居住者に該当

するか等の解釈を行うことが困難であること，あるいは，課税庁の解釈との違

いが生じる場合があるとの点での困難性が生じることは否定できない。例えば，

住所の認定に関して，「何をもって生活の本拠と認定するかについての総合的な

価値判断を求められることになり，判例の積み重ねが不十分な下では，納税者

の予測可能性が必ずしも保証はされない」との指摘（青山慶二「 近の判決か

ら見る国際課税に関する課税リスク　第２回：個人納税者による住所の移動」

TKC 税研情報２５巻６号（２０１６年）５８頁）。

� 西山由美「消費課税―国境を超えるデジタル取引をめぐって」金子宏編『現

代租税法講座　第４巻　国際課税』（日本評論社，２０１７年）４１２頁。

� 真の消費地国を特定することは困難であるとの指摘（西山・前掲注�４１４頁）。

� 当該懸念を踏まえ，仮に，国外事業者に対する課税に関して，一定の免除規

定を設けた場合，国外事業者に消費税を課すことにより，内外事業者の中立性

を確保するとの目的が達成することができないとの批判も考えられる。



上記規定等の内容を踏まえ，前述の国外事業者に生じると解される取引

相手方の確認の困難性に関して，どのような制度の方向性や法的課題が考

えられるのかとの点について，次に，所得税法上，取引相手が「非居住者」

か，否か，つまり，取引相手方の居住性に係る確認を求める点で，一定の

共通性を有すると解される不動産譲渡の対価の非居住者への支払に係る源

泉徴収制度や関連する議論を概観し，さらに，オーストラリアにおける電

子商取引に対する GST 課税の制度（特色）を概観し，整理を試みる。

第３　不動産譲渡の対価の非居住者への支払に係る源泉徴収

制度等の概要

所得税法上，非居住者（所法２条１項５号）の所有に係る不動産の譲渡

（所法１６１条１項５号）に伴い，国内の法人等が当該非居住者に対価を支

払った場合，購入側である当該国内の法人等は，所得税法２１２条１項に定

める所得税の源泉徴収義務を負っている。例えば，当該源泉徴収制度に関

して，「本件源泉徴収制度は平成２年に導入された制度であるところ，そ

の趣旨は，当時，国内にある不動産を譲渡した非居住者等が，申告期限前

に譲渡代金を国外に持ち出し，無申告のまま出国する事例が増えており，

申告期限前に保全措置を講ずる手段がなく，他方，申告期限後の決定処分

をしても，実際に税金を徴収することは非常に難しい状況があったが，こ

うした事態を放置することは税負担の公平を欠き，納税思想にも悪影響を

及ぼしかねないことから，これに対しても適正な課税を確保できるように

するために導入されたもの」� との説明，あるいは，米国の立法例を参考と

して徴収確保の必要性から設けられた制度であるとの説明がされている�。
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�　東京地判平成２３年３月４日税資２６１号１１６３５順号。

� 非居者又は外国法人が申告期限前に譲渡代金を国外送金し，無申告のまま出

国するといった典型的な売り逃げ事案に対して，一定の課税権を行使するため



なお，所法１６１条１項５号に該当する国内の不動産譲渡に伴う非居住者

への対価の支払は，源泉徴収を要しないものの対象，いわゆる，源泉徴収

の免除の特例の対象とされていない�。

このような日本と結びつきの強い不動産の譲渡に伴い非居住者へ支払わ

れた対価に関して，所得税を確保するために源泉徴収制度が設けられたこ

と自体は，一定の合理性を有することは否定できないと言える�。

ただ，国内の不動産譲渡に伴う非居住者への対価の支払に係る源泉徴収

義務の創設から四半世紀以上が経過しているにも関わらず，当該源泉徴収

義務を巡るいくつかの裁判例（例えば，東京地判平成２８年５月１９日裁判所

ウェブサイト（以下，「平成２８年判決」という）等）が見られる。

これらの裁判例は，いずれも不動産の譲渡の対価の支払側に源泉徴収義

務があると判示しているが，例えば，裁判例の一つである平成２８年判決に

関して，「調査義務を尽くしていた場合には源泉徴収義務を負わないとの

法解釈について，少なくともその余地があることは示唆していると理解せ

ざるを得ない。」�� との見解が示されている。

近畿大学法学　第６５巻第３・４号

─　　─２７６

に導入することとされ，同様の制度は米国でも実施されているとの説明（大高

洋一「国際課税関係の改正について」税経通信４５巻８号（１９９０年）１１５頁）。金

子・前掲注�５４２頁，中里実「非居住者の不動産譲渡の対価についての源泉徴

収」税研６巻３５・３６号（１９９１年）３７頁，伊藤雄太「源泉徴収義務者の注意義務

―非居住者から土地等を買い受ける場合を中心に―」税法学５７０号（２０１３年）１７

頁。

� いわゆる売り逃げ防止の観点から設けられた制度であることから，国内の不

動産譲渡に伴う非居住者への対価の支払を免除の特例の対象とすると，当該制

度が全く機能しなくなってしまう恐れがあるとの説明（大高・前掲注�１１５頁）。

� 田中治「源泉徴収制度等の存在理由」税法学５７１号（２０１４年）１６０頁，岩�政

明「非居住者に対する不動産の譲渡対価・賃料の支払いと源泉徴収義務」木村

公之亮先生古希記念論文集編集委員会編『公法の理論と体系思考』（信山社，

２０１７年）１５５頁。

� 南繁樹「租税判例速報」ジュリスト１４９８号（２０１６年）１０頁。「注意義務を尽く

されていたか否かを認定事実に基づいて詳細に検討している点で，ある種の救



また，例えば，平成２８年判決等を踏まえ，「不動産の譲渡や賃貸借にお

いて，譲渡人や賃貸人が居住者であるか非居住者であるかは，相手方の譲

受人や賃借人にはわからないこともある。」� との指摘がされている。さら

に，「社会通念上相当な注意義務をはらい，非居住者ではないという確認

をしているのであれば，源泉徴収義務は負わないことになると解すべき」� 

として，常に，支払者が源泉徴収義務を負うべきかとの点について，疑問

が呈されている。

加えて，平成２８年判決に関連して，「不合理に重い負担を課すものであっ

たり，課税庁が公権力の行使をしても達成することに困難を伴うような重

い負担をも肩代わりさせるものであったりすれば，それは比例原則に反す

るということができよう。」� との点，また，源泉徴収義務の存在が不明な

場合，納税者に「期待可能性」等があった場合に初めて源泉徴収義務が生

じるとの限定解釈が可能との見解� が示されていることを踏まえると，支
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済の余地を認めているように思われる。」（平川英子「判批」新・判例解説 Watch 

租税法 No.１３７（２０１７年３月１０日掲載）３頁）や「仮に実態が非居住性ありと

される場合であっても，源泉徴収義務はないという結論に到達する可能性があ

ることを示唆している」（青山慶二「 近の判決から見る国際課税に関する課税

リスク　第４回：国内源泉所得と源泉徴収義務」TKC 税研情報２６巻２号（２０１７

年）５２頁）との見解がある。注目すべき点であり，今後の実務上の有益な一つ

の論点との見解（増田英敏「判批」TKC 税研情報２６巻５号（２０１７年）２９頁）。

� 例えば，平成２８年判決は「既に検討したところによれば，原告は，P１に対

し，確認すべき事実関係を確認するということをしていなかったのであって，

P１が原告の担当者による質問に対して回答を拒絶した上であえて虚偽の事実

を説明したといった事情はうかがわれない。また，本件全証拠を精査しても，

原告が本件注意義務を尽くした場合においてもなお P１が非居住者であると判

断することが不可能ないし著しく困難であったと認めることはできないから，

原告の上記主張を採用することはできない。」と示している。

�　岩�・前掲注�１４４�１４５頁。

�　岩�・前掲注�１５３頁。

�　岩�・前掲注�１６６�１６７頁。

�　田中・前掲注�１６０頁。



払（取引）の相手方の状況（相手方の居住性）の確認と源泉徴収義務（納

税義務）の成立（確定）との関係を再考することの意味があるのではない

かと考えられる。

さらに，上記のような非居住者への支払に係る源泉徴収義務の考察とし

て，通常要求される調査を尽くしても，源泉徴収義務の存在が不明な場合

にまで，当該支払に係る源泉徴収義務者が源泉徴収をしないことについて，

その義務違反を問うことは相当といえないとの見解� が示されている。

加えて，上記の非居住者への対価の支払に係る源泉徴収制度は，「徴収

の便宜という見地」から設けられたものである� が，当該源泉徴収制度を

正当化する他の理由等に関して，必ずしも明確な説明がされたことはない

ものと思われる。

確かに，源泉徴収制度自体の意義等に関して，例えば，「税徴収の方法

をも法律によることを要するものとした趣旨と解すべきである。税徴収の

方法としては，担税義務者に直接納入させるのが常則であるが，税によつ

ては第三者をして徴収且つ納入させるのを適当とするものもあり，実際に

おいてもその例は少くない。」� に示されているように，税の徴収確保の観

点から，特定の支払に関して源泉徴収制度（源泉徴収義務）を設けること

自体を，直ちに否定することはできないものと言える。

ただ，例えば，「給与の支払をなす者が給与を受ける者と特に密接な関
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� 同上，「特に密接な関係性」を保持していない支払者の善管注意義務の個別事

情を斟酌する必要がある旨を示した上で，原則として，支払者の通常一般人の

善管注意義務の水準を超える義務を課すことは疑問であるとの見解（増田・前

掲注�２８�２９頁）。

� 中里・前掲注�４５頁。東京高判平成２３年８月３日裁判所ウェブサイトの検討

として，近年の国際化の進展に伴い，非居住者の判定が求められる制度創設時

には想定外の源泉徴収義務の確認が困難な事案も増加するとの見解（宮西恵

「裁決事例研究」月刊税務事例４４巻８号（２０１２年）２３頁）。

�　 （大）判昭和３７年２月２８日刑集１６巻２号２１７頁。



係にあつて，徴税上特別の便宜を有し，能率を挙げ得る点を考慮して，こ

れを徴税義務者としている」� や「担税者と特別な関係を有する徴税義務

者」� として，給与（金銭等）の支払者と当該給与（金銭等）の支払を受け

る者（受領者）との間に特別な関係（密接な関係）があるか否かが重要で

あるとされていること� を踏まえると，特定の支払に係る源泉徴収制度が

正当なものとされる理由（根拠），あるいは，源泉徴収制度が機能しうる

ための前提として，特定の支払を行う支払者と当該支払の受領者との関係

において，特別な関係（密接な関係）が存すること（少なくとも存すると

言えること）が必要ではないかと考えられる�。

したがって，特定の金銭の支払者が調査義務を果たせる（尽くしている）

状況であったこと自体が，源泉徴収制度を正当化する理由（根拠）である

「密接な関係」の存在を意味すると理解した場合，仮に，当該支払者が調

査義務を果たせない状況（尽くせない状況，あるいは，尽くし難い状況）

であることは，源泉徴収制度を正当化する理由（根拠）があるとは言い難
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�　 （大）判昭和３７年２月２８日刑集１６巻２号２１８頁。

�　 （大）判昭和３７年２月２８日刑集１６巻２号２１９頁。

� 源泉徴収制度の合理性を担保するものとした上で，破産管財人と元従業員

（退職者）との間に密接な関係がないことから， 判平成２３年１月１４日民集６５巻

１号１頁において，破産管財人は源泉徴収義務を負わないという解釈がされて

いるとの見解（岩�・前掲注�１５１�１５２頁）。

� 源泉徴収制度の合憲性の根拠としてではなく，源泉徴収制度が機能するため

に，「特に密接な関係」の存在が必要との指摘（渡辺徹也「申告納税・源泉徴

収・年末調整と給与所得」日税研論５７号（２００６年）１２３頁）。

また，「支払者は，通常，不動産の譲渡に関する交渉，契約締結及び契約の履

行を通じて受給者の国内外における住所等を容易に把握し得る特に密接な関係

にあって（支払者は，例えば，売買契約書の作成，不動産登記事項証明書の確

認，受給者からの委任状及び印鑑登録証明書等の入手又は受給者への直接確認

等により，受給者の住所を容易に把握し得る。）」として不動産代金の支払者と

当該代金の受給者との間に「特に密接な関係」があるとする裁判例（東京地判

平成２３年３月４日税資２６１号１１６３５順号）がある。



いことを意味するものと解されるのではないかと考えられる�。

また，例えば，非居住者への支払に係る当該源泉徴収制度の改正に係る

議論（方向性）として，①課税庁が適切に関与して非居住者該当性を調査

する仕組みを用意するべきであること，②当該制度の下で，買主があらか

じめ買主の非居住者該当性に疑義を課税庁に表明等している等の一定の場

合，買主の源泉徴収義務は免除ないし軽減される制度を創設するべきとの

見解� が示されている。

以上のように，不動産の譲渡の対価を非居住者へ支払った支払者の源泉

徴収義務に係る 近の裁判例や当該裁判例に係る議論等を踏まえると，取

引の当事者（支払者）に係る源泉徴収義務（納税義務）の成立等を考察す

る上で，当該取引の当事者が尽くした調査義務の程度等に留意する必要性

が再確認できたのではないかと言える。さらに言えば，このような取引の

当事者である取引の相手方の状況（非居住者か否か）に係る確認の困難性

と源泉徴収義務との関係に係る議論は，新たに設けられた国外事業者に係

る消費税の納税義務と当該事業者における確認の困難性との関係を整理・

検討する上で，一定の関連性（一定の共通性）を有すると言えるのではな
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� 継続的な取引関係があったわけではない一回限りの取引相手であった場合，

不動産の買主が，社会通念上の相当な注意義務を払い，非居住者でないことを

確認しているのであれば，源泉徴収義務を負わないとの見解（岩�・前掲注�

１５３頁）。また，国際的電子商取引の普及に伴い，支払の相手方（受給者）の非

居住性の判定を支払者に義務づけることが酷な事例が出てくることも予想され

るとの指摘（駒宮史博「判批」租税判例百選〔第６版〕（２０１６年）１３５頁）。

� 田中・前掲注�１６２頁，明文の規定により，非居住者該当性の判断につき適時

適正な判断を可能とする制度の整備が必要との指摘（同１６４頁）。一定の精緻な

調査義務を課すことも許容されうるが，その場合には，調査義務を尽くした場

合の救済条項が，明文の定めのない現行法令の解釈ではなく，立法により必要

である旨の見解（青山・前掲注�５２頁）。同旨として，注意義務の範囲を明確に

した上で宥恕規定等の救済規定が必要との見解（山口敬三郎「事例研究」税理

５９巻７号（２０１６年）９６頁）。



いかと考えられる�。

次に，国外事業者の電子商取取引に対して GST を課税しつつも，当該

国外事業者が取引先に係る一定の確認等を行った場合，当該国外事業者に

対して GST が賦課されないとの規定を有するオーストラリアの制度を概

観する。

第４　オーストラリアにおける電子商取引を提供する国外事

業者に対する GST 課税の概要等

１　電子商取引に係る GST 課税の概要

オーストラリアにおいて，国内事業者が国外事業者との競争上不利とな

ること�，また，OECD がガイドラインを示し，多くの国々（ノルウェー，

日本，スイス，アイスランド，韓国，南アフリカ，EU 加盟国）が電子商

取引に係る VAT 等の課税制度を導入したこと� から，電子商取引に対す

る新しい課税制度が創設された。具体的には，２０１７年７月１日以後，A 
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� 例えば，消費税法上の納税義務者が「納税代行機関としての企業」（水野勝

「わが国における一般的な消費課税の展開」碓井光明ほか編『金子宏先生古希祝

賀論文集　公法学の法と政策（上）』（有斐閣，２０００年）１９２頁）と表記し，「租

税の執行過程において企業の協力を求めることが有用」（同１９３頁）とした上で，

源泉徴収制度に言及する説明（同１９３頁），あるいは，源泉徴収義務者（徴収納

付義務者）について，「納税義務者の立場から見れば，国または地方団体のため

の租税の徴収機関」（金子・前掲注�９２７頁）との説明を踏まえると，源泉徴収

制度と消費税制度における納税義務者の性質（役割）に一定の共通するものが

あると解される。

� Ian Murray-Jones, Australian GST Handbook ２０１７�１８, ６８０（Thomson 

Returns, ２０１６）.

� Explanatory Memorandum to the Tax and Superannuation Laws 

Amendment（２０１６ Measures No１）Bill ２０１６, para１.１７�１.１９.［hereinafter 

Explanatory］available at, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/ 

Bills_LEGislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r５６１３（last visited 

Dec. ９, ２０１７）.



New Tax System（Goods and Services Tax）Act １９９９（以下，「GST 法」

という）において，国外事業者がオーストラリアの消費者（Australian 

consumer）に対して行うソフトウェアの提供やオンラインゲーム等の「輸

入される役務又は無形資産（imported services or intangible products）」

に対して GST（Goods and Service Tax）が課されることとなった�。ま

た，いわゆる電子商取引とは，例えば，オーストラリア向けの無体財産 

に関する消費者への提供（供給）（inbound intangible consumer supply

（Section８４�６５））において，財（商品）（goods）や不動産（real property）

を除く，何らかの取引（提供・供給）（supply）であるとされている。こ

れらに関連して，輸入される役務（サービス）（imported services）やデ

ジタル商品（digital products）の具体例として，オーストラリア課税当局

から，電子書籍，保険サービス，オンラインデーターサービス，ウェブサ

イトのデザイン等が示されている�。

上記の改正により，GST の課税関係を考察する上で，国外事業者が提供

する電子書籍や音楽のダウンロード等を受領する者が，オーストラリアの

消費者（Australian consumer）でない場合，当該提供（当該取引）に関

して，国外事業者に対して，GST が課されないこととなる�。つまり，
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� Murray-Jones, supra note ３８, at ６７８, Christine Peacock, Cross-Border 

Supplies and Australia’s GST, ２７（４） International Vat Monitor, ２４３（２０１６）.　

当該論文の概要については，沼田博幸「海外論文紹介　電子経済の下での VAT

（消費税）の課税について」租税研究８１２号（２０１７年）３３８頁以下参照。

日本における制度の概要の紹介として，石村耕治「オーストラリアの物品サー

ビス税（GST）法制の分析」白�法学２２巻２号（２０１６年）１８頁以下があり，同

論文の表記を本稿の訳語（仮訳）の参考とした。

� “Terms we use：Imported services and digital products”available 

at, https://www.ato.gov.au/business/international-tax-for-business/gst-

on-imported-services-and-digital-products/terms-we-use/（last visited 

Dec. ９, ２０１７）.

�　Murray-Jones, supra note ３８, at ６８０.



オーストラリアの消費者（Australian consumer）の意義や概念が重要と

なる� ことから，次に，GST 法上のオーストラリアの消費者の意義等を確

認する。

２　GST 法上のオーストラリアの消費者（Australian consumer）の

意義等

オーストラリアの消費者とは，法主体（entity）� が，①所得税の課税に

係る居住者であること（Australian resident for income purposes），② GST 

上，登録していないこと（not be registered for GST）（仮に，登録してい

る場合であっても，事業用に取得するものではないこと）� といった２つの

要件を満たすことが規定されている�。
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� 日本の消費税の課税対象となる取引の要件と同様，GST 法上，課税対象と

なる取引（供給）（taxable supply）の要件は，①対価性を有すること（Section

９�５�），②事業性を有すること（Section９�５�），③オーストラリア内の 

取引であること（オーストラリアと関連性を有すること（connected with 

Australia））とされている。また，③の要件に関して，オーストラリアの消費

者に対する取引（提供）である場合，課税対象となる取引（taxable supply）

となること（これらの要件を示した図表として，“Goods and Services Tax 

Ruling（GSTR）２０１７/１ para ５.”［hereinafter GSTR 2017 / 1］available 

at, https://www.ato.gov.au/law/view/document?LocID=%２２GST%２ 

FGSTR２０１７１%２FNAT%２FATO%２２&PiT=９９９９１２３１２３５９５８（last visited Dec. 

９, ２０１７）.）から，本稿において，①及び②の該当性を整理しないものとする。

� 当該語句は多様な意味を有するが，法人（legal person）等を包含する意味

を有する旨の説明（Australian Law Dictionary, ２７５（２th ed. ２０１３）.）。例

えば，「事業等を行う者」との訳語（石村・前掲注�１４頁）。

� 本稿において，制度の検討を割愛するが，GST 上，登録している事業者に

対する取引であり，対価性を有する事業上の取引（供給）であり，さらに，オー

ストラリアと関連性を有するものに関して，日本の消費税法と同様，国外事業

者からオーストラリアの事業者に納税義務が転換されるリバースチャージ制度

が設けられている（Section８３）（Murray-Jones, supra note ３８, at ６６３.）。

� 前者の要件を居住性該当性（テスト），後者の要件を 終消費者該当性（テス

ト）との名称で説明される場合がある（Murray-Jones, supra note ３８, at 

６８２.）



ただ，オーストラリア外の国外事業者が，取引相手方（顧客）の居住性

や登録状況を確認することには，一定の限界があり，当該顧客から提供さ

れる情報に基づかざるを得ない状況にあることから，当該国外事業者が取

引相手方の居住性を判断することは，著しく困難（particular challenge）

であることが指摘されている�。このような状況を踏まえ，GST 法上，一

定の場合，国外事業者の納税義務に係る緩和条項（免責条項）（safeguard）� 

が規定されている�。

３　国外事業者の納税義務に係る緩和条項（safeguard）の概要

GST 法上，国外事業者が，顧客（取引の相手方）の状況に係る情報を合

理的な手順（過程）（reasonable steps）� を経て取得し，当該手順を経た

上で，顧客がオーストラリアの居住者ではないことを合理的に信じ得るこ

と（合理的な確信に至ること）（reasonably believe）（Section８４�１００�），

あるいは，通常の事業手順（過程）（business process）を通じて，合理的

な根拠（reasonable basis）を得ることにより，顧客がオーストラリアの

居住者ではないとの合理的な確信に至ることに該当する場合が規定されて

いる（Section８４�１００�）�。つまり，国外事業者は，第１に，合理的な手

順（あるいは，通常の事業手順）を経て顧客のオーストラリアにおける居

住の有無等の居住性の該当性を判断するための情報を入手すること，②入

手した情報に基づいた判断が合理的なものであること（合理的な確信に至

ること）の２つの要件を充足することにより，当該国外事業者の判断（取
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�　Explanatory, supra note ３９, at para１.５３, １.５４. 

� 「法定要件の緩和」との説明（石村・前掲注�２２頁），小山貞夫編著『英米法

律語辞典』（研究社，２０１１年）９８８頁。

�　Murray-Jones, supra note ３８, at ６８４.

�　「相当な手順」との訳語（石村・前掲注�）２２頁。

�　Murray-Jones, supra note ３８, at ６８４.



扱い）が，GST 法上の取扱いであるとされること，言い換えれば，当該国

外事業者の当該顧客に係る取引（供給）に対して GST を課さないことが

正当なものとされる。

第１の情報収集に係る手順について，合理的な手順に係る要件を満たす

例� として，前者の顧客に係る情報を取得する合理的な手順に関して，オ

ンラインによる個人秘書サービス（personal assistant service）を提供す

る英国の会社が，クレジットカード番号，請求書の送付先住所等，他の顧

客と同じ内容を特定の顧客（英国の在住の個人）に確認した場合，たとえ，

当該顧客がオーストラリアの所得税法上，居住者に該当する個人� であり，

オーストラリアの所得税法上の居住性を判断するための情報が収集されな

かったとしても，それほど高額ではない秘書サービス提供する当該英国の

会社における顧客の情報を収集する手順は合理的であることが示されてい

る。

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税における
国外事業者の納税義務に係る法的課題

─　　─２８５

�　GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ４２�４３, ５４�５９.

なお，合理的と言えない手順の例（Example ４）として，顧客の居住性を判

断するための関連情報は全く収集していない事業者が該当することや一つの要

素だけでは判断できないことが示されている（GSTR ２０１７/１ supra note ４３, 

at para ４４�４９.）。ただ，顧客との関係，取引の価額（提供する役務（内容）の

価値），情報を収集する上での困難性やコスト（直接・間接）等が考慮されるこ

とが示されている（GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ４９�５３.）。

�　本文中の例（Example ５）の顧客である特定個人は公的部門の退職年金基金

の会員（membership of a public sector superannuation fund）であると

されている。また，オーストラリアの所得税法上の居住者の定義として，退職

年金基金の会員が規定されている（Income Tax Assessment Act（ITAA）

１９９７ Section９９５�１, ITTA１９３６ Section６�, John Taylor ET AL., Un-

derstanding Taxation Law ２０１７, ７６�７７（LexisNexis Butterworths Aus-

tralia, ２０１７）.）。

なお，日本の公務員が勤務・留学で国外に住所を有する場合であっても，所

得税法上，国内に住所を有するとみなされること（所法３条）から，類似の事

例が生じる可能性があると考えられる。



また，後者の通常の事業手順とは，事業システムアプローチ（business 

systems approach）と称されており，顧客の居住性に係る合理的な根拠の

例として，受領者の請求書の住所，受領者の郵便の住所，受領者の銀行や

クレジットカードの詳細（銀行やクレジットカードの発行者の所在地を含

む），第三者の支払仲介者からの住所地に係る情報，インターネットプロ

トコル・アドレス等が示されている�。また，オンラインでソフトウェア

を購入した顧客の請求書の住所がドイツであり，クレジットカードの発行

者がドイツの会社である場合，当該ソフトウェアを販売する事業者が，通

常の事業システムにおいて，収集される情報が請求書の住所等であるなら

ば，他の項目を考慮することなく，当該収集情報を当該顧客がオーストラ

リアの消費者でないと判断するための根拠とすることは，合理的な根拠で

あるとの例が示されている�。

さらに，第２の要件である合理的に確信に至ることが必要であるとの点

に関して，まず，限られた情報しか収集できないとの事実は，国外事業者

の判断が不合理であることを意味するものではないとした上で，国外事業

者が有する全ての情報により判断したこと，つまり，十分な情報に基づき

合理的な判断を行った場合，仮に，取引後に追加の情報を入手したとして

も，取引時点の判断を修正する必要がないとされている�。例えば，月々

課金する形でソフトウェアを販売する国外事業者が，①休日をロンドンで
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� GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ２２, ２９. 例えば，EU 域内の受領

者の住所や居所を判断する共通ルールに関する説明として，西山・前掲注�４１４

頁。

� GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ３３, ３４. なお，矛盾する情報があ

る場合（住所がオーストラリアであるが，クレジットカードの発行者がドイツ

である場合），クレジットカードの情報がより信頼し得ることが示されている

（GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ３８�４１.）。

�　GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ６０�６５.



過ごし，発行者が英国の会社であるクレジットカードでソフトウェアを購

入した顧客（シドニーに居住する個人）をオーストラリアの消費者ではな

いものとして取り扱ったが，②当該個人が請求書の住所をオーストラリア

に変更し，月々の支払に利用するクレジットカードの発行者がオーストラ

リアの会社に変更した場合，当該個人による当該クレジットカードの使用

後において，当該国外事業者は，合理的な確信（reasonable belief）を有

しているものではないことが示されている��。

なお，国外事業者の顧客が，オーストラリアの消費者に係る状況（status 

as an Australian consumer）やオーストラリアでの登録状況等に係る虚
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� GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ６９�７３. また，矛盾する情報が存在

する場合，顧客の郵送先の住所がオーストラリアであるが，当該顧客がオース

トラリアの居住者の欄を選択せず，支払関係の情報においてもオーストラリア

の居住者に該当する情報が提供されなかった場合，国外事業者は，郵送先の住

所に関する情報を有していたこと，また，顧客はオーストラリアの GST を免

れるため，虚偽の内容を示す動機（incentive）を有することにも言及した上で，

当該顧客との取引に Section８４�１００は適用されず，当該国外事業者は，当該顧

客との取引に係る GST を納付しなければならいとした例（Example ８）が示

されている（GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ７７�８１.）。

また，他国の居住性の判断基準を尊重するとの解釈が示された目的・趣旨は，

必ずしも明らかではないが，ただ，ルーリングにおいて例示された国（英国や

ドイツ等），あるいは，隣国であるニュージーランドで採用されている基準を認

めることにより，オーストラリアのみならず，欧州等の消費者に対してサービ

スを提供する国外事業者の事務負担やコンプラアンス・コストを抑制すること

を考慮したものであると解される（参考：Explanatory, supra note ３９, at, 

para１.１３６.）。結果として，国外事業者からオーストラリアの消費者に対して，

安価で品質の高いサービスが提供されることに繋がるのではないかとの点が考

慮されているのではないかと考えられる。

� なお，Section８４�１００の該当性，顧客の居住性を判断する上で，類似の制度を

有する EU，ニュージーランド，ノルウェーの基準に基づくことが可能である

ことが示されている（GSTR ２０１７/１, supra note ４３, at para ８５�８９.）。英国

における EU 以外の事業者が取引先の確認に係る問題については拙稿「登録国

外事業者制度の意義と課題」木村弘之亮先生古希記念論文集編集委員会編『公

法の理論と体系思考』（信山社，２０１７年）１８１頁。



偽の内容を示した場合，当該顧客は，行政罰的な制裁�（administrative 

penalty�）の対象となることが規定されている（Taxation Administration 

Act（TAA）１９５３ Schedule １ section２８４�７５��）。

上記の規定等から，① GST 法上，国外事業者の事務負担に対する一定

の配慮が，「合理的手順」（reasonable steps）との規定やルーリング等に

より，明確に示されていること，②取引先（顧客）がオーストラリアの消

費者であるか否かを判断する上での具体的な基準（手順）が明示されてい

ること，③同時に，一定の制裁規定により，取引先（顧客）に対しても，

国外事業者に対して自身の情報提供に係る義務が課されていることが特色

であると考えられる�。

以上のように，日本の消費税法上の国外事業者に対する課税の枠組みと

オーストラリアの国外事業者に対する GST の課税の枠組みは，制度自体

の導入時期や国際的な議論を踏まえた点等に関して，共通するものを有し

ていると言えるが，他方，国外事業者の事務負担等への配慮（留意）に係

る制度設計については大きく異なると言える。
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� 仮訳については，“Administrative penalty”の内容（注�参照）を踏まえ

た上で，「加算税」の説明（「行政罰的な制裁金の意味」（法令用語研究会編『法

律用語辞典　第４版』（有斐閣，２０１２年）１１６頁））を参考とした。

� “Administrative penalty”とは，裁判所における手続を必要とせず，税務

当局のトップ（長官）（commissioner）により適用される制裁との説明（Murray-

Jones, supra note ３８, at ９５９.）。

なお，制裁の内容は，意図的な場合，２０１７年１月以後，６０ penalty units（１２,６００

豪ドル（２１０豪ドル×６０））となる（TAA １９５３ Schedule １ section２８４�９０, 

Crime Act １９１４ section ４AA Penalty units, Explanatory, supra note 

３９, at, para１.７９, Murray-Jones, supra note ３８, at ９６０�９６１.）。

� なお，不動産の譲渡人が非居住者でないことを確認する制度は存在しないと

した上で，米国おける宣誓供述書の提出が我が国の法体系や国民感情等になじ

むかどうかとの問題があるため，このような制度を我が国に導入すべきかどう

かはより慎重に検討する必要があるとの指摘（岩�・前掲注�１６５頁）がされて

いる。



第５　今後の方向性に係る検討等

以上のように，国外事業者の納税義務に係る法的問題を検討するために，

取引当事者や制度上の類似性から，不動産譲渡の対価の非居住者への支払

に係る源泉徴収制度の概要や関連する議論，また，国内外の事業者間の中

立性の確保や OECD のガイドライン等の国際的な動きに沿って，取引（役

務・供給）の相手方（受領者）の居住地（住所）を消費地とする内外判定

基準として採用している等の一定の共通性を有する，オーストラリアの 

GST 課税の制度における合理的な手順を踏まえた国外事業者に対する GST 

の納税義務の緩和制度（safeguard）を概観した。

確かに，国外事業者における取引相手方（顧客）に関する確認状況（調

査状況等）により，消費税の納税義務の成立（確定）が，ある意味，影響

（左右）されるとの枠組みは，源泉徴収義務に係る裁判例で示されたよう

に「買主の主観的事情によって売主の確定申告における納付税額が左右さ

れてしまっては，かえって制度としての明確性を失うことになるものとい

うべきであって，所得税法がこのような制度を予定していると解すること

はできない。」� との内容を踏まえると，直ちに採用し難い枠組みとの批判

（見解）が考えられる。

また，①電子商取引に係る国外事業者の消費税の納税義務は，源泉徴収

制度と異なり，ある意味，当該国外事業者自身に係る義務であること，②

国内外の事業者間の税負担に係る中立性を確保する重要性は，今後増すと

の指摘があるのではないかと考えられること� から，源泉徴収制度の議論
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�　東京高判平成２３年８月３日税資２６１号順号１１７２７。

� また，例えば，注�で言及したが，非居住者の不動産譲渡に係る支払対価に

係る源泉徴収制度において，免除の特例が設けられていないことに関して，当



を参考とする必要はないこと，さらに，日本と必ずしも同じではないオー

ストラリアの GST 制度が設けている納税義務の緩和制度は，直ちに参考

になるものではないとの見解もあり得ると考えられる。

ただ，①電子商取引に係る国外事業者の消費税の納税義務（申告義務）

は，必ずしも，明確な理論的な根拠に基づくものではなく�，国際的な一

定の流れに沿って，ある種，消極的選択の結果（代替策）として設けられ

たものであること�，②現行の税法上，税額（納税義務）を発生させる事

実があるにも関わらず，特定の事由が存する場合，税が賦課されないとす

る規定は，非常に限定されているが設けられていること�，③前述の不動
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該源泉徴収制度が機能しなくなることへの懸念と類似する，徴収の確保を図る

必要性があるとの指摘が考えられる。

� 消費税の納税義務者を納税代行機関として構成するのであれば，納税義務者

要件の法定に関して租税の性質から理論的・実質的に導き出されるような基準

を考える必要はないとの指摘（谷口・前掲注�２４９�２５０頁）。

� 「消費者に納税義務を課すことは現実的ではない」として，役務の提供を行う

国外事業者に納税義務を課すことが適当との説明（「国境を越えた役務の提供等

に対する消費税の課税のあり方について 財務省主税局税制二課」（以下，「税調

資料」という）１１頁（税制調査会資料（第２回　国際課税ディスカッショング

ループ（２０１３年１１月１４日）資料一覧）（内閣府（税制調査会）HP（http://www. 

cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion１/２０１３/__icsFiles/afieldfile/２０１３/ 

１１/１４/２５dis１２kai４_１.pdf〔 終確認日：２０１７年１２月９日〕）。

日本国内での評判を維持・向上することが重要となる国外事業者は，自主的

に納付すること，また，消費者と比べて，制度を理解していることから，国外

事業者に申告を求める方式の方が，格段に実効性が高いことから，国外事業者

による申告納税方式を採用すべきとの結論になるとの説明（野田・前掲注�１４７

頁），顧客が消費者である場合にはリバースチャージ方式をとることが困難であ

るため，代替策として国外事業者による申告納税が採用されているとの説明

（増井・前掲注�１５頁）。

� 例えば，過少申告加算税の賦課に関して，税額の計算の事実のうちに税額の

計算とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがあ

る場合，当該正当な理由があると認められる事実に基づく税額を控除して，加

算税の計算がされるとの規定（国税通則法６５条４項等）が該当すると考えられ

る。



産譲渡の対価の非居住者への支払に係る源泉徴収制度の議論に見られたよ

うに，現行の消費税法は，国外事業者に対して過度な負担を強いる側面を

有することは否定できず，制度上，国外事業者が消費税法上の義務を遵守

することは，期待し難いとの批判が生じる可能性があるのではないかとの

点に留意する必要があるのではないかと解される。

さらに，「密接とは言えない関係」あるいは「対面によらない取引」と

いった特色を有する電子商取引を行う国外事業者の納税義務を，国内事業

者の取引と同様の枠組み等に基づき，国内事業者に課される義務と同様の

ものと解するべきかとの点も検討する必要があるのではないかと思われ

る�。

国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税における
国外事業者の納税義務に係る法的課題
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例えば，納税者が賃借料を賃貸人に対して支払う場合において，契約当初，

賃貸人は居住者であったが，契約後の数年後，日本を出国し，非居住者となっ

た場合，納税者と賃貸人の接触はなく，賃貸人が非居住者となったことを直ち

に納税者が知る状況になかったこと，非居住者と知った後，源泉徴収の納付手

続を行ったこと等から，正当な理由が認められた事例（国税不服審判所裁決平

成２５年５月２１日裁決事例集９１集）がある。当該裁決に関して，支払の際に支払

者の調査（確認）義務が生じることから，源泉徴収義務者が負っている義務の

内容を看過しているとして，疑問との見解（佐藤孝一「裁決事例研究」月刊税

務事例４６巻４号（２０１４年）５頁），当該裁決は，源泉徴収義務者として事実上確

認義務がないことを認めたものと言えることから，問題のある判断との見解

（伊東博之「源泉徴収義務者に係る居住者・非居住者の判定留意点」税理５７巻７

号（２０１４年）１２７頁）がある。他方，調査の義務が予定されているとしても，直

ちに不納付加算税が適法と言えるのではなく，取引実態等を踏まえる必要があ

るとして，当該裁決は取引実態等を踏まえた妥当な結論との見解（寺澤典洋

「裁決事例研究」月刊税務事例４７巻１２号（２０１５年）１３頁）が示されている。

なお，当該事例において，不納付加算税が免除されたものであり，源泉徴収

税（本税）自体の納付（源泉徴収義務）が，免除されたものではないとの指摘

（批判）も考えられることから，これらの規定を現行税法上の宥恕規定の参考と

する規定として整理・検討するべきかとの点については，今後の更なる課題と

したい。

� 例えば，国外（非居住者）への支払に係る源泉徴収の法律関係は，国内（居

住者）への支払に係る源泉徴収の法律関係と異なる関係であると解することが

できること（増井良啓「租税条約実施特例法上の届出書の法的性質」税務事例



第６　お わ り に

以上のように，電子商取引の特色，外国の立法例（オーストラリアの 

GST 法上の緩和規定）�，さらに，消費税法上の国外事業者の事務負担� 

も考量し，国外事業者の納税義務の緩和制度等の国外事業者の消費税の納

税義務に係る議論・検討が，引き続き必要ではないかと解される�。

※　本研究は JSPS 科研費 JP１６K０３３０８ の助成を受けたものです。

近畿大学法学　第６５巻第３・４号
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研究１１４号（２０１０年）５９�６０頁）から，支払等の取引の当事者の違いにより，税

務上の法律関係を異なったものとするとの制度設計は，選択肢として可能では

ないかと考えられる。

� オーストラリア以外の他国の制度の整理・検討については，今後の課題とし

たい。

役務提供が国内で行われたか否かの判断では，顧客のクレジットカード情報

を用いることがあるとした上で，カード会社に対する調査等の第三者の情報の

調査については，外国の例も参考としつつ，制度の整備が進むことを期待した

いとの見解（岡村忠生「仕向地基準課税再考」日本租税研究協会『税・財政及

び国際課税を巡る現状と課題　（公社）日本租税研究協会　第６９回租税研究大会

記録２０１７』（日本租税研究協会，２０１７年）９４�９５頁）。

� 「国外事業者の事務負担が，適正・公正な課税を実現する上で必要かつ 小限

のものとなるよう，実務の実態も踏まえ十分な検討を行っていく必要がある。」

（税調資料１３頁）。

� 例えば，国外事業者による申告納税に関して，納税管理人による申告納税に

拠る場合に，中小企業のコンプライアンス・コストへの配慮が不可欠であると

した上で，中小事業者に対しては，期限内に正しく申告ができなった場合の宥

恕措置などが講じられる必要があろうとの見解（西山・前掲注�４１３�４１４頁）。




